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第 1 章 総論 

1 計画策定の背景と目的 

 

 平成 15 年 7 月に次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育てられる環境を整え

るために「次世代育成支援対策推進法」が制定されました。これを受けて松戸市では、

自らの職員の子どもが健やかに生まれ、育てられる環境の整備に取り組むことを目的

とした松戸市特定事業主行動計画（平成 17 年度～平成 26 年度）を策定し推進してき

たところです。 

  

このたび「次世代育成支援対策推進法」の有効期限が 10 年間延長されたことから、

松戸市においても次世代育成支援対策の取り組みを引き続き推進していくため、  

新たな松戸市特定事業主行動計画の前期計画（平成 27 年度～平成 31 年度）を策定

しました。 

  

この計画を推進することで、仕事と子育てを両立できる職場環境の整備を図るととも

に、職員の仕事に対する意欲の向上及び組織の活性化により市民サービスのより  

一層の向上にも資することとなるものと期待するものです。 

 

 

＜次世代育成支援対策推進法とは＞ 

次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ、育てられる環境の整備に、国、

地方公共団体、事業主（一定規模の民間企業や地方公共団体の職場）など、様々な

主体が社会を挙げて取り組んでいくため策定されました。 

 

＜松戸市特定事業主行動計画とは＞ 

松戸市が、職員を雇用する事業主として、職員の仕事と子育ての両立支援や働き

方の見直し等に関する施策を記載した行動計画です。 

 

計画期間：平成 27 年度～平成 36 年度 

   前期計画（平成 27 年度～平成 31 年度） 

後期計画（平成 32 年度～平成 36 年度） 

 

 

1 計画策定の背景と目的 
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2 計画期間等 

 

（1）行動計画の期間は、平成 27 年 4 月 1 日から平成 37 年 3 月 31 日までの 10 年間

とします。 

 

（2）平成 27 年度から平成 31 年度までの 5 年間を前期行動計画期間とし、平成 32 年度

から平成 36 年度までを後期行動計画期間とします。 

 

（3）必要に応じて、職員アンケート調査による評価を含めたマネジメントを行い、計画自

体も見直していきます。 

 

（4）本計画の実施状況については、年度ごとに把握・公表をします。 

 

  

●松戸市特定事業主行動計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H27.4.1～H32.3.31　 H32.4.1～H37.3.31　

前期計画 後期計画

2 計画期間等 
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第 2 章 今までの取り組み状況 

1 松戸市特定事業主行動計画の実施状況 

（1）目標の達成状況 

目標 指標 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度

両立支援策に

つ い て の 職 員

満 足 度 を 高 め

る 

職員アンケート調

査における両立

支援策の満足度 

（男性） 

70.0% 

（女性） 

70.5% 

（男性） 

73.1% 

（女性） 

72.7% 

（男性） 

73.6% 

（女性） 

76.8% 

（男性） 

76.5% 

（女性） 

74.4% 

（男性） 

72.7% 

（女性） 

75.6% 

支援 制 度 を 利

用 す る 人 を 増

やす 

男 性 の 「 子 の 育

児休 暇（特 別休

暇）」の取得人数 

6 人 11 人 16 人 17 人 15 人 

両立支援制度

に つ い て の 職

員 の 認 知 度 を

高める 

両立支援制度啓

発パンフレットの

認知度 

（男性） 

49.7% 

（女性） 

62.0% 

（男性） 

48.4% 

（女性） 

61.9% 

（男性） 

50.4% 

（女性） 

63.7% 

（男性） 

47.2% 

（女性） 

64.0% 

（男性） 

47.7% 

（女性） 

62.6% 

両立支援策の

推進に共感す

る 職 員 を 増 や

す 

職員アンケート調

査における両立

支援策推進の共

感度 

（男性） 

89.2% 

（女性） 

93.8% 

（男性） 

90.3% 

（女性） 

93.6% 

（男性） 

91.1% 

（女性） 

95.1% 

（男性） 

91.4% 

（女性） 

95.8% 

（男性） 

91.9% 

（女性） 

95.0% 

 

（2）その他の状況 

 ・ワーク・ライフ・バランス研修を毎年４月に実施 

 ・次世代育成支援パンフレットの作成・配付 

 

 

 

1 松戸市特定事業主行動計画の実施状況 
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2 制度改正の状況 

 

時 期 内  容 

H22.4 

子の看護休暇の日数・取得事由の拡大 

（上限 5 日⇒対象となる子が 2 人以上いる場合 7 日へ） 

（予防接種や健康診断でも取得可能に） 

育児休業からの復職時調整率を「4 分の 3」から「5 分の 4」へ改善 

H23.4 

育児休業・部分休業の取得要件の緩和 

（職員の配偶者の就業や育児休業の取得の有無にかかわりなく、取得可

能に） 

父親が再度の育児休業をすることができる要件の緩和 

（出生の日から 57 日間に、最初の育児休業をした職員は、特別の事情が

なくても、再び育児休業が取得可能に） 

子の看護休暇の日数の拡大 

（対象となる子が 2 人以上いる場合 7 日⇒10 日へ） 

時間外勤務免除制度の新設 

（3 歳未満の子を養育する職員が請求した場合） 

時間外勤務制限制度の取得要件の緩和 

時間外勤務代替休時間制度の新設 

育児休業からの復職時調整率を「5 分の 4」から「5 分の 5」へ改善 

H24.4 
承認期間が 1 ヶ月以下の育児休業は、期末手当に係る在職期間の除算

対象から除外 

 

 

 

 

2 制度改正の状況  
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3 休暇の取得状況 

   

【年次有給休暇】 

 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

市長部局 11.9 日 11.8 日 11.6 日 11.5 日 

教育委員会 15.0 日 14.5 日 11.3 日 13.8 日 

消防局 12.1 日 13.4 日 12.1 日 13.6 日 

水道 13.9 日 11.6 日 9.7 日 8.9 日 

市立病院 12.3 日 12.8 日 11.2 日 11.9 日 

東松戸病院 16.1 日 16.2 日 13.6 日 14.5 日 

 

 

※以下の休暇については、参考までに市長部局の実績をお知らせいたします。 

 

【育児休業】 

子どもが３歳に達するまでの必要な期間に育児をする場合に認められます。 

 

平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

43 人 
49 人 

（2 人） 
46 人 52 人 

※（ ）内は男性職員で内数を示す 

 

【部分休業】 

小学校就学前の子どもの育児のために、１日２時間まで認められます。 

 

平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

40 人 
38 人 

（1 人） 
38 人 35 人 

※（ ）内は男性職員で内数を示す 

 

 

 

 

 

3 休暇の取得状況  
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【子の看護休暇】 

対象となる子ども（小学校 3 年生まで）を養育する職員が、子どもの看護のために

勤務しないことが相当と認められる場合取得可能。 

対象となる子が 1 人の場合 5 日、2 人以上いる場合 10 日。 

 

 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

女 性 64 人 59 人 58 人 60 人 

男 性 39 人 35 人 34 人 43 人 

計 103 人 94 人 92 人 103 人 

 

 

【妻の分娩休暇】 

 出産日から２週間以内に、必要に応じて 3 日の範囲内で取得可能。 

 

22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 

17 人 29 人 34 人 31 人 

 

 

【男性の育児休暇】 

 出産日の翌日から 8 週間以内（状況によっては出産前も取得可）に、必要に   

応じて 5 日の範囲内で取得可能。 

 

22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 

7 人 11 人 15 人 17 人 
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第 3 章 これからの取り組み内容 

1 両立支援制度の整備 

 

 職員アンケート調査の結果から、子育てと職業生活の両立を支援する各種制度につ

いて、満足している職員の割合は 70％を超えており、年度ごとに増減はあるものの、 

ゆるやかに増えてきており、取り組みの成果が現れていると考えられます。引き続き、

職員ニーズを捉えた制度の見直し、充実を推進します。 

  

 

【目標設定】 

目標 指標 現状値（H26） 目標値 

両 立 支 援 策 に つ い て の 

職員満足度を高める 

職員アンケート調査

における両立支援策

の満足度 

（男性）72.7％ 

（女性）75.6％ 
90％ 

 

 

【取り組み事項】 

 事業項目 内容 

1 
職員ニーズを捉えた

制度の設計 

職員アンケート調査や制度を利用した人のアンケート等

を必要に応じて実施し、職員のニーズを的確に捉えて、

支援制度の検討を行います。 

（実施主体：人事課） 

2 
子の看護休暇の対象

年齢等への対応 

子の看護休暇の対象年齢の引き上げや取得事由の

拡大について検討を進めます。 

（実施主体：人事課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 両立支援制度の整備 
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2 両立支援制度の周知徹底 

 

 職員アンケート調査の結果、両立支援を推進するための「次世代育成支援パンフレ

ット」の認知度については、22 年度から大きく変化は無いようです。また、男性の育児

休暇について、対象となる職員の半数も取得していない状況となっています。制度は、

利用する職員だけでなく周囲の職員にも理解されることで、活用が推進されます。  

引き続き、全職員を対象に周知を図ります。 

  

【目標設定】 

目標 指標 現状値（H26） 目標値 

両 立 支 援 策 に つ い て の 

職員の認知度を高める 

両 立 支 援 策 啓 発

パンフレットの認知度 

（男性）47.7％ 

（女性）62.6％ 
100％ 

男性の育児休暇（特別休

暇）の利用促進 

休暇取得者/子どもが

生まれた男性職員 
42.4％ 80％ 

 

 

【取り組み事項】 

 事業項目 内容 

1 制度の案内 

妊娠の申し出があった時や産前休暇に入る前に、支援

制度の利用について、説明を行います。 

（実施主体：人事担当課） 

2 
男性職員への制度の

案内 

出産の届出をした男性職員に対して、両立支援制度の

説明を行います。 

（実施主体：人事担当課） 

3 
若手職員への制度の 

周知 

新規採用職員研修、採用 3 年後研修の中で、次世代

育成の意義及び両立支援制度の説明を行います。 

（実施主体：人事課） 

4 
新課長、新管理職へ

の制度の周知 

新課長や新管理職を対象とする研修の中で、両立支援

制度の説明を行い、周知を図ります。 

（実施主体：人事課） 

5 

両 立 支 援 制 度 啓 発 

パンフレットの作成と

周知 

両立支援のための各種制度等を掲載したパンフレットを

庁内 LAN に掲載し、職員が必要な時に情報を受け

取れるようにするとともに、定期的に周知を図ります。 

（実施主体：人事課） 

2 両立支援制度の周知徹底 
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3 子育てしやすい就業環境の整備 

 

 職員アンケート調査によると、「周りの職員に負担をかけてしまうので休暇を取りづら

い」、「残業が多く、休暇どころではない」など業務の分担や量についての意見が多く

見られました。また、「制度があっても適切な人員が配置されていないと取得できない」

など休暇中の代替措置についても意見がありました。 

 今後、子育て世代の職員だけでなく、育児・介護等時間制約のある職員が増えてい

くことが想定され、全ての職員が仕事と家庭生活を両立することが必要であることから、

引き続き、下記の取り組み事項を推進します。 

 

 

【目標設定】 

目標 指標 現状値（H26） 目標値 

年次有給休暇の取得促進 

（ 前 年 度 の 所 属 職 員 の 

一人平均取得日数よりも、

プラス２日の取得を目指

す） 

所 属 職 員 の 一 人

平均取得日数 

各職場の平均

取得日数 

現 状 値 プ ラ ス

２日 

※参考 

市長部局平均

11.5 日 

※参考 

市長部局平均

13.5 日 

 

 

 

【取り組み事項】 

 事業項目 内容 

1 業務分担の見直し 

所属長は、より一層の事務の効率化を図り、さらには、

業務の負担が一部の職員に偏ることのないように配慮を

します。 

（実施主体：各所属長） 

2 超過勤務の縮減 

超過勤務縮減のための指針に基づき、課ごとの超過勤

務状況及び超過勤務の多い職員の状況を、人事担当

課で把握し、超過勤務の多い職場や職員の管理職から

のヒアリングを行った上で、注意喚起を行います。 

（実施主体：人事担当課） 

 

3 子育てしやすい就業環境の整備 
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 事業項目 内容 

3 
妊娠中及び子育て中

の職員に対する配慮 

所属長は、子育て世代の職員の休暇取得及び時間外

勤務について配慮するとともに、状況に応じて、他の職

員に協力を求める等の配慮をします。 

（実施主体：各所属長） 

 

4 
両 立 支 援 に 関 す る 

相談の充実 

医務室にて妊娠・育児期の過ごし方などの相談を受け

ると共に、人事課では、両立支援制度の活用について

アドバイスを行います。 

（実施主体：人事担当課・医務室） 

 

5 
育 児 休 業 者 へ の 

フォローアップ 

育児休業からの復帰時の不安を解消するために、所属

長は、復帰後の職員が速やかに担当業務の説明を受

けられるようにすると共に、育児休業中の職員にも要望

に応じて情報の提供を受けられるようにします。 

（実施主体：各課・人事担当課） 

 

6 
育 児 休 業 期 間 中 の 

代替要員の確保 

課内の人員配置等によって、育児休業中の職員の業務

を遂行することが困難な時は、臨時職員等の活用による

適切な代替要員の確保を図ります。 

（実施主体：人事担当課・各課） 

 

7 既存計画の活用 

「女性職員の能力発揮促進のための指針」「いきいき職

場づくりの手引書」といった就業環境の改善に関する視

点をもった既存の計画の実効性を確保するとともに、各

職場における現状を確認・評価し、就業環境の改善に

向けて検討をします。 

（実施主体：人事担当課） 
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4 子育て中の職員を温かく支援する意識の醸成 

 

 職員アンケート調査の結果、子育てと職業生活の両立を支援する施策の推進に  

共感する職員の割合は９０％を超えており、両立を支援する意識は高くなっていると 

思われます。 

しかしながら、「制度は整っているが、取得しづらい雰囲気である」という意見もある

ことから、引き続き、職員の意識の醸成を図ります。職場においても、日頃から周囲の

職員や所属長とコミュニケーションを図り、業務に係る情報の共有に努めましょう。 

 

 

 

【目標設定】 

目標 指標 現状値 目標値 

両立支援策の推進に共感

する職員を増やす 

職員アンケート調査

における両立支援策

推進の共感度 

（男性）91.9％ 

（女性）95.0％ 
100％ 

 

【取り組み事項】 

 事業項目 内容 

1 
次 世 代 育 成 支 援 に 

ついての意識啓発 

少子化対策、次世代育成、仕事と家庭の両立に関する

意義や取り組みについての研修（新人研修・3 年後研修

など）を実施します。また、定期的に啓発情報を提供し、

周知します。 

（実施主体：人事課） 

2 
ワーク･ライフ･バランス

研修の実施 

ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、研修等により

基本的な考え方の周知を行い、職員全体への意識浸

透を図ります。 

（実施主体：人事課） 

3 管理職研修の実施 

所属長、管理職を対象に、子育てと仕事の両立につい

て理解を深め、サポート体制を確立することを目的とし

て、両立支援の目的、支援制度についての研修会を実

施します。 

（実施主体：人事課） 

 

 

4 子育て中の職員を温かく支援する意識の醸成 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この計画の取り組みが、社会全体の次世代育成支援対策推進の牽引役としての 

責務を果たすことにつながることを願っています。 
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市長・市議会議長・教育委員会・消防局長・選挙管理委員会・代表監査委員・

農業委員会・公平委員会・病院事業管理者・水道事業管理者 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松戸市特定事業主行動計画 
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